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地方自治法第７４条第３項による意見書  

 

 愛西市の市庁舎統合・増築計画に関する住民投票条例案（以下

「住民投票条例案」という。）は、市庁舎の統合・増築計画の是

非を住民投票で決定しようとする内容であります。  

 この度の直接請求は、有効署名数が法定数を超え、３，９３６

人あったことは、市庁舎の抱える課題に多くの方の関心を寄せて

いただく契機となったと理解しています。  

 住民投票は、地方議会と市長による代表民主制を基本とする地

方自治制度にあって、これを補完する制度として地方自治法の規

定があります。  

 住民投票を行うにあたっては、それぞれの事案に応じて投票に

付すべき事項、成立要件などの事項が定められていることが必要

です。また、相当な経費を市費から支弁することや市民の皆様に

時間と労力をかけて投票をお願いすることになります。住民投票

を実施した場合には、その効果として投票結果を尊重すべきもの

とされています。  

 こうした制度の趣旨に照らして、住民投票の実施については、

個々にその内容を十分に検討することが求められています。  

 直接請求の内容について、市長は議会に提案するにあたり、意

見を付することとされています。①住民投票条例案の内容に関す

る疑問点及び問題点、②住民投票条例制定請求の要旨の内容に関

する疑問点及び問題点、③庁舎統合・増築計画の必要性及び緊急

性の３点について、私の意見は次のとおりであります。  
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１ 住民投票条例案の内容に関する疑問点及び問題点  

 

 住民投票条例案の条文の順に、３つの疑問点及び問題点を申し

述べます。  

⑴ 住民投票条例案第１条には、「市民の意思を明らかにする

ための住民投票を行い、もって市政の民主的かつ健全な運営

を図ることを目的とする。」とあります。  

本市の統合庁舎建設・改修事業については、議会制民主主

義に基づき議会における調査・検討が行われ、市は議会の決

定を踏まえ、市民に情報提供を行いつつ、市の方針に対して

理解を求めながら進めています。しかしながら、同条によれ

ば、住民投票をしない限り市政は民主的ではなく、健全な運

営を図っていないと述べたに等しいことになります。この条

文 は 議 会 制 民 主 主 義 に 則 り 適 正 な 手 続 に よ り 正 当 に 進 め ら

れてきた本事業の取り組みの実態と矛盾するものです。  

⑵ 住民投票条例案第２条第１項第１号には、住民投票に付す

る事項として「市が現在進めている市庁舎統合・増築計画の

是非」と記載されています。また、住民投票条例制定請求の

要旨の中で、「その計画の内容および進め方について、市民

に対して説明責任が果たされているとは言えず」、また「庁

舎統合・増築は、合併時の協定（佐織、立田、八開の３庁舎

を総合支所にし、永和、市江に出張所を設置）を廃止するも

ので、協定違反です。」との記載があります。確かに合併時

の協定ではそうでしたが、平成１７年１２月２７日に設置さ

れた行政改革推進委員会、この委員会は学識経験者３名、前

合併協議会委員４名を含む計１５名で構成し、庁舎のあり方

についても重点的に検討され、たとえば、庁舎が分散してい

ることから公用車が走り回って無駄が多い。各庁舎の維持管

理 経 費 が か か る た め 庁 舎 の 一 本 化 を 図 る こ と が 望 ま し い な

どの意見が出され、平成１８年１０月に策定した愛西市行政

改革大綱の中に効率的な組織・機構の見直し、公共施設の設
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置及び効率的管理運営の推進が盛り込まれ、「分庁方式や本

課と総合支所の関係など、市が抱える諸問題について、現状

と課題を踏まえながら積極的に検討し、市民にわかりやすく、

適 切 に 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 で き る 組 織 体 制 を 構 築 し て い く

こ と 、 公 共 施 設 の 設 置 及 び 効 率 的 な 管 理 運 営

の推進を図ることを検討していくこと」を踏まえて、平成２０

年６月３０日に設置された「庁舎検討委員会」で２０名（委

員の構成は、市民の代表である市議会、地域からの代表であ

る総代、土地改良区総代・商工会・文化協会・行政改革推進

委員会・農業経営士友の会・体育協会・まちづくり市民会議・

老人クラブ・子ども会・社会福祉協議会・ＰＴＡなどの団体

代表者）の委員から、市民の目線からの意見を出していただ

き全１９回の委員会が開催されました。  

委員会では先に掲げた課題を検討し、平成２１年１２月１

日「愛西市の庁舎のあり方」について、分庁方式が既存庁舎

を 有 効 活 用 し 総 合 支 所 方 式 に よ る 市 民 サ ー ビ ス の 配 慮 が さ

れているなどの一定の評価をしながら、維持管理費の無駄や

老 朽 化 し た 各 庁 舎 の 修 繕 費 及 び 耐 震 化 費 用 が 多 額 に 見 込 ま

れることを理由に、庁舎のあり方の方向性としては、「庁舎

を統合」し、「出張所を配置」すると取りまとめられました。

そして、「現在の本庁舎を増改築し統合する」、「出張所は４

ヶ所以内設置する」と結論づけられ、「維持管理経費の無駄

をなくす」、「市民サービスを低下させない」ことを大前提と

して市へ答申をいただきました。  

この庁舎検討委員会の検討内容は、市広報の平成２０年８

月 号 か ら 平 成 ２ ２ 年 １ 月 号 ま で の 計 １ １ 回 公 表 し て き ま し

た。  

また、平成１８年１０月に策定した行政改革大綱の概要は

同年１１月号の市広報で周知させていただきました。  

市としましては、多方面からの委員で構成された庁舎検討

委 員 会 の 答 申 を 市 民 の 意 見 と し て 真 摯 に 受 け 止 め さ せ て い
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ただき、平成２３年２月「庁舎整備基本計画」を策定しまし

た。  

この計画の中で基本方針として、「市民のほか誰もが使い

やすい持続可能な庁舎づくり」を目指し、①ワンストップサ

ービスの導入、②ユニバーサルデザインの採用、③支所機能

による市民サービスの補完、④市民交流や協働機能等の付加

的機能の４つの項目を挙げ、この計画を策定するにあたり市

民に対しパブリックコメントの公募もしています。  

このように市としましては、市の広報紙、ホームページ及

び意見の公募を行い、広く市民に計画を周知しつつ、市民の

皆様の意見を聴きながら進めてきています。  

⑶ この住民投票条例案には、住民投票の成立要件に重要な投

票率に関する規定がありません。住民投票条例第１条におい

て「市民の意思を明らかにするための住民投票を行い」とし、

第 ５ 条 に お い て 「 住 民 投 票 の 結 果 を 尊 重 し な け れ ば な ら な

い」と規定していることを合わせ考えますと、住民投票を通

じて民意を明らかにするためには、一定数以上の有効投票が

あることなど、住民投票が成立するための条件が必要である

と考えます。  

例えば、直近の市長選挙の投票率である４０．０８％以上

の有効投票があることを、住民投票を有効とする条件とすべ

きではないでしょうか。政策を選択するにあたり、間接民主

主義を補完するために住民投票を実施し、市及び市議会がそ

の結果を尊重しようとする場合、住民投票の投票率があらか

じめ定めた水準を上回るものでない限り、投票結果を民意と

して尊重することには大きな矛盾があると考えます。  

 

２ 住民投票条例制定請求の要旨に関する疑問点及び問題点  

 

⑴ 「行政は住民の福祉や生活あるいは防災の点でも、身近に

ある必要性が、東日本大震災で明らかになりました。庁舎統
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合はこの教訓に逆行するものです。」と記載がありますが、

まさに東日本大震災では多くの自治体が被災され、役所の庁

舎も機能マヒの状態に陥りました。  

そして、防災の指令塔である庁舎が機能しなくなったこと

でより一層の混乱を招いたことは記憶に新しいところです。 

愛西市におきましても、本年５月３０日愛知県防災会議の

発表では、南海トラフ地震が発生した場合、震度６強という

大変強い揺れに襲われるとのことです。そういった大災害が

発生した場合、指揮・命令系統は迅速かつ的確に対応しなけ

ればなりません。本庁舎にほぼ全ての行政機能を集約させる

ことで、災害時の円滑な情報収集と迅速な指揮・命令が可能

になります。今回計画しています増築棟は、大規模災害時に

も 防 災 拠 点 又 は 災 害 の 復 興 拠 点 と し て の 庁 舎 機 能 を 維 持 で

きる高い耐震性を確保した免震構造を取り入れており、決し

て東日本大震災の教訓に逆行するものと捉えていません。  

⑵ 「借金を含む５３億円もの巨額な費用を投じて、将来にツ

ケを回してよいのか。」と記載がありますが、平成２５年度

当初予算において継続費、繰越明許費補正で計上した統合庁

舎整備事業（本工事及び監理費）３，９４９，７００千円、

設計費６６，１５０千円、建設改修工事費１９，３１５千円

に つ き ま し て は 合 併 特 例 債 及 び 公 共 事 業 整 備 基 金 を 活 用 し

ていくことを考えています。  

また、駐車場用地取得関係費１８５，３０４千円につきま

しては合併特例債を活用することとしています。  

事業の進捗状況によって、年度間の金額は変わる可能性が

ありますが、現在予算計上している分について、全体では公

共事業整備基金２０億円程度、残りは合併特例債約２２億円

を充てることとしています。  

合併特例債については、元利償還金の７割が交付税措置さ

れますので、市の持ち出し分としては元利償還金の３割とな

り ま す 。 従 い ま し て 市 の 財 政 負 担 と な る 額 は 、 １ 年 当 た り



6 

４，７００万円程度になるものと考えていますので、このこ

とをもって将来にツケを回したり、サービスの低下に影響が

あるとは考えていません。  

 

３ 市庁舎統合・増築計画の必要性及び緊急性  

 

最後に市庁舎統合・増築計画の必要性及び緊急性について、意

見を述べます。  

平成２３年２月に策定した庁舎整備基本計画の中で、４庁舎の

現状を記載しています。本庁舎は昭和４７年建設で築４１年、立

田庁舎は昭和４１年建設で築４７年、八開庁舎は昭和６２年建設

で築２６年、佐織庁舎は昭和４４年建設で築４４年になります。

こ の よ う に 八 開 庁 舎 以 外 は 築 ４ １ か ら ４ ７ 年 が 経 ち 老 朽 化 が進

み、特に本庁舎屋上の防水対策には頭を痛めているところであり

ます。  

また、同時に耐震性についても八開庁舎を除いた３庁舎は耐震

性能を満たしていません。２⑴の防災関係のところでも述べまし

たが、愛西市地域防災計画によれば、「防災拠点は、応急対策活

動実施時において重要な役割を担う場所である。根幹となる公共

施設は、防災拠点となるため所管施設等の予防対策を行うなど、

構造耐力基準等の検討を踏まえて、耐震性及び耐火性の向上を図

り、適切な維持管理に努めなければならない」とされています。

この地域防災計画を踏まえ、特に本庁舎においては防災行政無線

を含め防災情報システムが集中しているため、災害発生時に防災

拠点施設として本来の機能や役割が果たせるか不安です。また、

災 害 対 策 本 部 の 設 置 場 所 は 本 庁 舎 ２ 階 大 会 議 室 と な っ て い ます

が、本庁舎が被災した場合、災害対策本部の設置が遅れ、防災拠

点 又 は 指 令 塔 と し て の 機 能 を 十 分 発 揮 す る こ と が で き る か どう

か懸念されます。  

また、議会においても平成２２年１２月２２日に庁舎建設等調

査特別委員会が設置され、平成２５年２月４日までに９回の委員
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会が開催され、基本計画、基本設計、実施設計、支所整備計画、

財源及びスケジュールなどを審議していただきました。  

さらに本会議においても、平成２３年３月定例会では、統合庁

舎建設・改修設計業務の予算案を、平成２４年３月定例会におい

ては、統合庁舎建設・改修工事の予算案を、さらに同年９月定例

会においては、同工事費に対する増額予算案をそれぞれ可決して

いただき、まもなく設計業務が完了するところに至っております。

これらにつきましては、市広報、ホームページでお知らせし、議

会だよりにも掲載されています。  

このように庁舎統合計画については、行政改革大綱を踏まえ、

初 期 の 計 画 の 段 階 か ら 各 方 面 か ら の 意 見 を い た だ き 今 日 ま で進

めてまいりました。  

また、５月３０日に愛知県防災会議より発表された南海トラフ

地震のような巨大地震がいつ何時発生するかわかりません。  

防災の観点でよく言われます「備えあれば憂いなし」この言葉

を重く受け止めますと「庁舎統合は待ったなし」であり緊急性の

高い事業であります。  

このような状況を踏まえ、将来の愛西市に大きな負担を残さな

い よ う 我 々 の 世 代 で 統 合 庁 舎 の 整 備 を 実 現 し な け れ ば な り ませ

ん。そのために市として、今後も市民の皆様や議会に対し、引き

続きこの事業の情報提供を行ってまいります。  

以上のことから本件については、住民投票の必要性はないと考

えております。  

 議員の皆様には、本議案に対するこれまでの経過を踏まえ、厳

正 な る ご 審 議 と 賢 明 な る ご 判 断 を い た だ き ご 決 定 く だ さ る よう

お願い申し上げ、私の意見とします。  

 

 平成２５年６月１７日  

 

              愛西市長  日  永  貴  章  

 


